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「犯罪収益移転防止法」：犯罪による収益の移転防止に関する法律 

「金融機関等本人確認法」：金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止

に関する法律 
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「麻薬特例法」：国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻

薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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１．犯罪収益移転防止法とは 

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯

罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるこ

と、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであること

から、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の

健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。 

 

【マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止の目的】 

組織的な犯罪行為には資金が必要ですが、マネー・ローンダリング／テロ資金供与を放置すると犯

罪組織が自由に使える資金を手にすることになります。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動

に投入し、その支配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもあります。つまりマネー・

ローンダリング／テロ資金供与防止のねらいは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指すこと

にあるといえます。 

 

【マネー・ローンダリング／テロ資金供与とは】 

マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理することとされていま

す。つまり犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさ

せたり金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。 

テロ資金供与とは、爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為の実行を目的として、そのために必要

な資金をテロリストに提供することをいいます。架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったり

して集めた資金がテロリストの手に渡ることが判らないようにされています。このように、テロ資金

供与はお金の流れを隠す点でマネー・ローンダリングと共通しています。 

 

【犯罪収益移転防止法の主な内容】＜別表１参照＞ 

 マネー・ローンダリングの形態は、金融機関等による本人確認等の強化に伴い、それ以外の不動産

売買などを利用したり、弁護士に資金の保管を依頼するなど、手口の複雑化・巧妙化がみられていま

す。 

また、国際的にも同様の傾向がみられ、マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の国際基準とも

いうべきＦＡＴＦ勧告においても、本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大

することが各国に求められています。 

 犯罪収益移転防止法は、このような犯罪による収益の移転をめぐる内外の動向に対応するため、本

人確認、本人確認記録・取引記録の作成・保存及び疑わしい取引の届出が義務付けられる事業者の範

囲を、従来の金融機関等から、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引

業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、（疑わしい取引の

届出を除き）司法書士などの法律・会計の専門家に拡大するとともに、疑わしい取引に関する情報を

集約・整理・分析して捜査機関等に提供する業務を担うＦＩＵを金融庁から国家公安委員会に移管す

ることなどを主な内容として制定されました。 

  



犯罪による収益の移転防止に関する法律
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別表１ 

日本国ＦＩＵ

国家公安委員会
（警 察 庁）

【届出情報の整理・分析】監督措置に関する
意見の陳述

届出情報の通知

捜査機関等
への届出情
報の提供
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査
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関
等

行
政
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査
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暴力団等犯罪組織

犯
則
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件
の
調
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是
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令
等
の
監
督
措
置
（※

）

FIU：Financial Intelligence Unit
(資金情報機関)

没
収
・
追
徴

行

政

庁

緊
密
な
連
携

情
報
交
換

（※）是正命令よりも緩やかな誘導的措置
として指導・助言・勧告制度を設けた。

（注）弁護士による本人確認・取引記録等の保存に相当する

措置については、本法に定める司法書士等の例に準じて

日本弁護士連合会の会則の定めるところによる。

監督は、日本弁護士連合会が行う。

疑わしい取引の届出

司法書士
行政書士
公認会計士
税理士
(☆疑わしい取引の
届出義務の対象外)

弁
護
士

顧客等の本人確認・取引記録等の保存

（※）銀行その他類似の金融機関に

ついては、為替取引に係る通知

義務あり。

特定事業者

金融機関(※)、ファイナンスリース事業者、

クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、

宝石・貴金属等取扱事業者（古物商含む）

郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者
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２．国際的な要請に応えるための我が国の取組

＜別表２、３参照＞ 

マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策は、一国のみが規制を強化しても、相対的に規制

の緩い国で行われる傾向にあることから、その取組には国際的な協調が不可欠となっています。 ＦＡ

ＴＦ（Financial Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業部会）は、マネー・ローン

ダリング対策における国際協調を推進するために、1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて

設立された政府間会合であり、2001 年９月の米国同時多発テロ事件発生以降は、テロ資金供与に関

する国際的な対策と協力の推進にも指導的役割を果たしています。 

1990 年、ＦＡＴＦは、マネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40 の勧告」を発表

し、金融機関への顧客の本人確認及び疑わしい取引報告の義務付け等を提言しました。さらに、2003

年には、非金融業者（不動産業者、宝石商等）・職業的専門家（法律専門家等）に対する適用を盛り

込んだ新たな「40 の勧告」を発表しました。 

 また、2001 年９月 11 日の米国同時多発テロ発生を受け、新たなテロ資金供与対策の国際基準と

もいうべきテロ資金供与に関する「８の特別勧告」（2004 年 10 月には「９の特別勧告」）を発表

し、テロ関係の疑わしい取引の届出の義務化等を提言しました。 

  

我が国では、このような国際的な動きを受けて、1990 年６月に大蔵省等から金融機関等に対して

顧客の本人確認実施の要請がなされ、1992 年７月には麻薬特例法により金融機関等に薬物犯罪収益

に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務づける「疑わしい取引の届出制度」が創設されま

した。 

さらに、その後の動向を踏まえ、2000 年２月には組織的犯罪処罰法により届出制度が拡充されま

した。同法は、届出の対象となる犯罪を「一定の重大犯罪」に拡大するとともに、マネー・ローンダ

リング情報を一元的に集約し、整理・分析して捜査機関に提供する権限を、金融庁長官（特定金融情

報室）に付与しました。 

2002 年６月には、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律が可決・

成立しました。同法の施行（同年７月２日）に伴い、組織的犯罪処罰法が一部改正され、テロリズム

に対する資金供与の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象とされました。 

2003 年１月６日には金融機関等本人確認法が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本

人確認記録・取引記録の作成・保存が義務づけられました。 

 

近年、金融機関以外の事業者がマネー・ローンダリング行為に利用されるなど、その手口が複雑か

つ巧妙化してきていることから、2003 年６月のＦＡＴＦの新たな「40 の勧告」を受け、国際的な枠

組みの中で我が国においても同勧告を実施し、対策を抜本的に強化する必要が認められました。 

そこで、2004 年 12 月、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において同勧告の実施を

盛り込んだ「テロの未然防止に関する行動計画」を決定し、2005 年 11 月には、警察庁が同勧告を

実施するための法律を作成することなどが決定されました。これを受けて、警察庁は関係省庁と協力

して法律を策定し、2007 年３月に犯罪収益移転防止法が成立、公布されました。本法の一部施行に

より、同年４月からＦＩＵ（Financial Intelligence Unit：資金情報機関）が金融庁から国家公安委員

会・警察庁（犯罪収益移転防止管理官）に移管されました。 

本法は 2008 年３月１日から全面的に施行され、これに伴い、従来、金融機関等に本人確認、疑わ

しい取引の届出等を義務づけていた金融機関等本人確認法及び組織的犯罪処罰法第５章（疑わしい取

引の届出）は廃止、削除されました。 

  



別表２ 

《国際社会と我が国の取組の主な経緯》 

 
国際的取組等 我が国の取組 

1989 年７月 アルシュ・サミット 

○  ＦＡＴＦ設置の採択 

 

1990 年４月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を提言 

○ 顧客の本人確認の義務付け 

○ 疑わしい取引の金融規制当局への

報告の義務付け 

 

６月  顧客の本人確認義務等に関する通達を発

出（大蔵省等） 

1992 年７月  麻薬特例法の施行（薬物犯罪に関する疑わ

しい取引の届出制度の創設） 

1996 年６月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を改訂 

○ 前提犯罪を重大犯罪に拡大するこ

とを義務付け 

 

2000 年２月  組織的犯罪処罰法施行（前提犯罪の拡大）

 

2001 年９月 米国における同時多発テロ事件発生 

 

 

10 月 ＦＡＴＦ「テロ資金供与に関する特別

勧告」を発表 

○ テロ資金供与の犯罪化、テロ関係

の疑わしい取引の届出の義務化等 

 

2002 年７月  テロ資金供与処罰法・改正組織的犯罪処罰

法の施行により、前提犯罪にテロ資金供与

罪を追加 

2003 年１月  金融機関等本人確認法の施行（金融機関等

による顧客の本人確認義務等の法定化） 

６月 ＦＡＴＦ「４０の勧告」を再改定 

○ 非金融業者（不動産業者、宝石商

等）、職業的専門家（法律専門家等）

への勧告の適用 

 

2007 年３月  犯罪収益移転防止法成立 

○  ＦＩＵを金融庁から国家公安委員

会・警察庁に移管（同年４月施行） 

○  金融機関等に加え、一定の非金融業

者、司法書士等の士業者への本人確認等

の義務付け（１年以内に施行） 

2008 年３月  犯罪収益移転防止法全面施行 
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別表３ 

《犯罪収益移転防止法の体系》 

 

 

 

 

 

 

  

金融機関等本人確認法 

（平成 15 年施行） 

 

○  金融機関等による 

・本人確認 

・本人確認記録の作成・保存 

・取引記録の作成・保存 

を義務づけ 

削除 

主な変更点 

○  本人確認等の各種義務を従来

の金融機関等から一定の非金融

業者、司法書士等の士業者（疑わ

しい取引の届出を除く）に拡大 

○  ＦＩＵを金融庁から国家公安

委員会・警察庁に移管 

廃止 

犯罪収益移転防止法（2008 年３月１日施行） 

 ○  特定事業者（金融機関等＋新規対象事業者）による 

・本人確認 

・本人確認記録の作成・保存 

・取引記録等の作成・保存 

・疑わしい取引の届出（司法書士等の士業者を除く） 

を義務づけ 

※ 弁護士による本人確認等の措置については日本弁護士連合会の会則で

定めるところによる 

組織的犯罪処罰法（第５章） 

（平成 12 年施行） 

 

○  金融機関等による 

・疑わしい取引の届出 

を義務づけ 

5 



6 

３．新たに本法律の対象とされた事業者と義務 

＜別表４参照＞ 

犯罪収益移転防止法の対象とされた事業者は、顧客と一定の取引を行うに際して本人確認を行うこ

とが必要となるなど、一定の法令上の義務を負うこととなります。 

従来より、金融機関等は、金融機関等本人確認法及び組織的犯罪処罰法に基づき、本人確認や疑わ

しい取引の届出等の義務の対象となっていましたが、本法の施行により、新たに以下の事業者が本法

に基づく義務の対象事業者となりました。 

 

【新たに対象とされた事業者】 

○ ファイナンスリース事業者 

※  ファイナンスリースとは、物品を調達しようとする顧客に対して、リース会社が代わってそれを購入して賃貸

する形態の取引をいい、ファイナンスリース業に該当する賃貸は以下の要件を満たすものとされています。 

・  賃貸に係る契約が、賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準

ずるもの（契約において解除することができない旨の定めがないものであっても、賃借人が当該契約期間の中

途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料

のおおむね全額を支払うこととされているものを含む。）。 

・  賃貸を受ける者が当該賃貸に係る物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、

かつ、当該物品の使用に伴って生じる費用を実質的に負担（賃貸料の合計額がその物品の取得のために通常要

する価額のおおむね 90％を超える場合。）すべきこととされているもの。 

○ クレジットカード事業者 

○ 宅地建物取引業者 

○ 宝石・貴金属等取扱事業者 

○ 郵便物受取サービス業者（いわゆる私設私書箱） 

※  郵便物受取サービス業者とは、顧客に対し、受取サービス業者の事務所等を顧客が郵便物を受け取る場所とし

て用いることを許諾し、事務所等において顧客あての郵便物を受け取ってこれを顧客に引き渡すサービスを提供

する業務を行う者をいいます。 

○  電話受付代行業者（いわゆる電話秘書） 

※  電話受付代行業者とは、顧客に対し、受付代行業者の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを

許諾し、顧客あての受付代行業者の電話番号に係る電話（ＦＡＸを含む。）を受けてその内容を顧客に連絡する

サービスを提供する業務を行う者をいいます。 

○ 司法書士又は司法書士法人 

○ 行政書士又は行政書士法人 

○ 公認会計士又は監査法人 

○ 税理士又は税理士法人 

○ 弁護士又は弁護士法人 

※ 本人確認、本人確認記録・取引記録等の作成・保存に相当する措置については、司法書士等の他の士業者の例

に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによります。 
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【新たに対象とされた事業者の義務】 

新たに本法の対象とされた事業者は、以下の義務を負うこととなります。 

○ 本人確認 

○ 本人確認記録の作成・保存（7 年間保存） 

○ 取引記録等の作成・保存（7 年間保存） 

○ 疑わしい取引の届出（※司法書士等の士業者を除く） 

※ 士業者の依頼者との関係に与える影響等について引き続き検討を行う必要があることから、士業者はその対象

から除かれています。 

 

  



別表４ 

《新たに対象とされた事業者と義務》 

特定事業者 

【２条２項】 

本人確認 

【４条】 

本人確認記録の 

作成・保存 

【６条】 

取引記録等の 

作成・保存 

【７条】 

疑わしい取引の届出

【９条】 

ファイナンスリース

事業者(34 号) 

顧客との間で、特定

業務のうち特定取

引を行うに際して

は、本人確認を行わ

なければならない 

本人確認を行った場

合には、直ちに本人確

認記録を作成し、特定

取引に係る契約が終

了した日等から７年

間保存 しなければな

らない 

特定業務に係る取引

を行った場合には、

直ちに取引記録等を

作成し、取引の行われ

た日から７年間保存

しなければならない 

特定業務において収

受した財産が犯罪に

よる収益である疑い

があり、 

又は 

顧客が特定業務に関

しマネー・ローンダリ

ングを行っている疑

いがある 

と認められる場合に

おいては、速やかに届

け出なければならな

い 

クレジットカード事

業者(35 号) 

宅地建物取引業者 

(36 号) 

宝石・貴金属等取扱事

業者(37 号) 

郵便物受取サービス

業者(38 号) 

電話受付代行業者 

(38 号) 

司法書士又は司法書

士法人(40 号) 

特定受任行為の代理

等を行った場合には、

直ちに取引記録等を

作成し、特定受任行為

の代理等の行われた

日から7 年間保存し

なければならない 

 

行政書士又は行政書

士法人(41 号) 

公認会計士又は監査

法人 (42 号) 

税理士又は税理士法

人 (43 号) 

弁護士又は弁護士法

人(39 号) 

司法書士等の他の士業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定

めるところによる【８条】 
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４．特定事業者の特定業務と特定取引 

本法では、対象となる事業者（「特定事業者」）が行う業務の全てが必ずしも本法の義務の対象と

なるわけではなく、法令により義務の対象となる業務（「特定業務」）の範囲が定められています。 

例えば、宅地建物取引業者であれば、宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介に係る業務が本法

の義務の対象であって、宅地建物の賃貸に係る業務は対象となりません。 

同様に、司法書士や公認会計士であれば、①宅地建物の売買に関する行為又は手続、②会社等の設

立又は合併等に関する行為又は手続、③現金、預金等の財産の管理又は処分、についての代理又は代

行に係るものが本法の義務の対象であって、依頼者からの法律相談や監査業務等は対象となりません。 

 

また、特定事業者が顧客と取引を行う際に、全ての取引について本人確認が必要となるのではなく、

特定業務のうち一定の取引（「特定取引」）を行うに際して本人確認を行うことが必要となります。 

例えば、宝石・貴金属等取扱事業者であれば、特定業務である宝石・貴金属等の売買業務のうち、

特定取引として本人確認が必要となるのは代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売

買契約の締結になります。 

 

法令により定められている各特定事業者の特定業務及び特定取引の内容は＜別表５＞のとおりで

す。 

《特定事業者の義務の範囲》 

こ子 k め  

本法の 
対象外 

特定業務以外 

特定事業者以外 

・取引記録等の作成・保存※

・疑わしい取引の届出 

※特定業務に係る取引のうち

少額取引等を除きます 

・本人確認 

・本人確認を行った場合

には本人確認記録の作

成・保存 

特定取引 

本法の 
対象外 

特定業務 

特定事業者 
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別表５ 

《特定事業者の特定業務と特定取引》 

特定事業者 特定業務 特定取引 

ファイナンス

リース事業者 

ファイナンスリース業務 

※途中解約できないもの、賃借人が賃貸物品の使用

にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担するも

のをいう 

１回の賃貸料が 10 万円を超えるファイナンスリ

ース契約の締結 

クレジットカ

ード事業者 
クレジットカード業務 クレジットカード交付契約の締結 

宅地建物取引

業者 

宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業

務 

宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは

媒介 

宝石・貴金属等

取扱事業者 

貴金属（金、白金、銀及びこれらの合金）若し

くは宝石（ダイヤモンドその他の貴石、半貴石

及び真珠）又はこれらの製品の売買業務 

代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金

属等の売買契約の締結 

郵便物受取サ

ービス業者 
郵便物受取サービス業務 

役務提供契約の締結 

※あて先に受取サービス業者であることが容易に判別で

きる商号等の記載がない郵便物の受取をしない旨をその

内容に含む契約の締結（契約書に記載されている場合に

限ります）は除く 

電話受付代行

業者 
電話受付代行業務 

役務提供契約の締結 

※電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示

する条項を含む契約の締結は除く 

※コールセンター業務等の契約の締結は除く 

司法書士等 

行政書士等 

公認会計士等 

税理士等 

以下の行為の代理又は代行（特定受任行為の代

理等）に係るもの 

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手

続 

・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・

処分 

※租税、罰金、過料等の納付は除く 

※成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任され

る者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除

く 

以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容と

する契約の締結 

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 

・200 万円を超える現金、預金、有価証券その他

の財産の管理又は処分 

※任意後見契約の締結は除く 

 

（特定業務から除かれているものは、特定取引にも

該当しないため、本人確認の対象ではありません）

 

○上記に規定する契約に基づく取引のうち、なりす

まし等の疑いがあるものも特定取引に該当し、本人

確認が必要となります 

○本人確認済みの顧客との取引及び国等を顧客等

とした場合の当該取引担当者や破産管財人等が法

令上の権限に従い行う一定の取引は除きます 
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５．本人確認とは 

＜別表６参照＞ 

特定事業者が、顧客と特定業務のうち特定取引を行うに際しては、運転免許証等の公的証明書など

により顧客の本人特定事項（顧客が個人である場合は氏名、住居及び生年月日、顧客が法人である場

合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地）を確認する必要があります。本人確認を確実に行うこ

とは、仮名取引やなりすましによる取引の防止に資するものです。 

 

《本人特定事項》 

 本人特定事項 

個  人 氏 名 住 居 生年月日 

法  人 名 称 
本店又は主たる事務

所の所在地 
 

 

【顧客とは】 
  「顧客」とは、特定事業者が特定業務において行う特定取引の相手方をいい、これに当たるか否か

については、取引を行うに際して取引上の意思決定を行っているのは誰かということと、取引の利益

（計算）が実際には誰に帰属するのかということを総合判断して決定されるものです。 

例えば、Ａの名義において宅地建物取引業者と宅地建物の売買契約を締結しようとする場合であっ

ても、実際には B がお金を出して宅地建物を購入して使用するつもりであり、Ａは B の単なる手足と

して契約の締結をしようとしている場合には、「顧客」は B であり、A は現に取引の任に当たってい

る自然人（取引担当者）にすぎないと考えられます。 

 

【本人確認の対象者】 
○ 顧客と取引担当者個人が同一の場合 ⇒ 通常の個人取引 

  顧客の本人確認を行います。 

 

○ 法人取引、代理人取引の場合 

  顧客と取引担当者個人が異なる場合には、双方の本人確認が必要となります。 

  例えば、法人取引の場合には顧客は法人であるため、登記事項証明書等の公的証明書により法人

の本人確認を行うとともに、取引担当者個人の本人確認の双方が必要となります。 

  代理人取引の場合には、顧客の本人確認とともに、取引担当者個人の本人確認の双方が必要とな

ります。 

※ 顧客が国、地方公共団体、上場企業等である場合には、取引担当者個人の本人確認のみを行います。 
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【既に本人確認をしたことのある顧客との取引】＜別表７参照＞ 

特定事業者が取引を行う顧客について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について記

録（本人確認記録）を保存している場合には、顧客から記録されている者と同一であることを示す書

類等の提示又は送付を受けるか、顧客しか知り得ない事項等の申告を受けることにより、顧客が当該

記録と同一であることを確認（事業者が顧客と面識がある場合など、記録されている者と同一である

ことが明らかな場合は、この限りではありません。）するとともに、本人確認記録を検索するための

事項、取引等の日付、取引等の種類を記録し、取引の日から７年間保存すれば、本人確認済みの顧客

との取引として、改めて本人確認を行う必要はありません。 

 

《法施行前から取引のある顧客との取引について》 

本法施行前から取引のある顧客と、法施行後（平成 20 年３月１日以降）に本人確認が必要

となる取引を行う場合には、法施行前に、本法に定める本人確認の方法に準じて顧客を特定す

るに足りる事項の確認を行い、かつ、本法に定める本人確認記録の作成・保存の方法に準じて

当該顧客に関する記録を作成・保存している場合には、当該確認を本人確認と、当該記録を本

人確認記録とみなして、上記の方法による本人確認済みの顧客であることの確認、記録を行う

ことにより、本人確認済みの顧客との取引として扱うことができます。 

したがって、単に従前から取引のある顧客である、顔見知りであるというだけでは本人確認

済みの顧客との取引として扱うことはできませんので、法施行後は本法に定める本人確認、本

人確認記録の作成・保存を行って頂く必要があります。 

 

【なりすまし又は本人特定事項を偽っていた疑いがある場合】 

取引の相手方が、取引の基となる契約締結に際して行われた本人確認に係る顧客等又は取引担当者

になりすましている疑いがある場合の当該取引については本人確認が必要となります。 

また、取引の基となる契約締結に際して本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いが

ある顧客等又は取引担当者との取引についても本人確認が必要となります。 

  



【新規の顧客と取引を行う場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【既に本人確認を行ったことのある顧客との取引】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本人確認済みの確認を行う場合】 

 

本人確認が

必要な事業

者か 

 

本 人 確 認

が 必 要 な

取引か 

 
本人確認必要 

 
本人確認不要 

Yes Yes 

No 

No 

 

なりすまし

の疑いがあ

るか 

 

本人特定事

項を偽って

いた疑いが

あるか 

 

 

本人確認必要 

 

 

本人確認不要 

Yes 

 

本 人 確 認

が 必 要 な

取引か 

No 

Yes 

Yes 

 

本 人 確 認

済 み の 確

認 を 行 っ

たか 

No 

No 

別表７ 

別表６ 
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Yes 

（いずれかに該当するか） 

・記録と同一人物であることを示す

書類等の提示又は送付を受けたか 

・本人しか知り得ない事項等の顧客

が本人確認記録に記録されている

顧客と同一であることを示す事項

の申告を受けたか 

・面識があるなど、同一人物である

ことが明らかであるか 

Yes  

本人確認不要 

※本人確認記録を
検索するための事
項、取引の日付、取
引の種類等を取引
の日から７年間保
存 

 

本人確認必要 

 

既に本人確

認を行って

おり 

 

かつ 

 

本人確認記

録が保存さ

れているか 

No 

No 
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６．本人確認に必要な書類と確認方法 

＜別表８参照＞ 

【本人確認の際に必要となる本人確認書類】 

 本人確認を行う際に必要となる公的証明書（本人確認書類）については、個人、法人等それぞれの

場合に分けて定められています。その主な例は以下のとおりです。 

なお、有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なも

のである必要があります。また、有効期限のない公的証明書については、事業者が提示又は送付を受

ける日の前 6 ヶ月以内に作成されたものに限られます。 

 

１ 個人（３、４の外国人を除く） 

① 

○  運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、 

住民基本台帳カード（氏名、住居、生年月日の記載のあるもの）、旅券（パスポート）、

取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書      など 

○  上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付さ

れているもの 

② 

○  ①以外の印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、

戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書 

○  上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないも

の 

 

２ 法人（４の外国法人を除く） 

○  登記事項証明書、印鑑登録証明書 

○  上記のほか、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるも

の 

 

３ 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の

属する国における住居を確認することができないもの 

○  氏名、生年月日の記載のある旅券、乗員手帳 

 

４ 本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 

○  上記１、２のほか、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、

本人特定事項の記載のあるもの 

 

《本人確認書類に記載されている住居等が現在のものでないとき又は住居等

の記載がないとき》 
本人確認を行う場合において、顧客又は現に取引を行っている取引担当者の現在の住居等が本人確

認書類と異なる場合又は住居等の記載がないときは、他の本人確認書類、納税証明書、社会保険料領

収書、公共料金領収書等（領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、提示又は送付を受け

る日前 6 ヶ月以内のものに限る。）の提示、又は当該書類若しくはその写しの送付を受け、現在の住

居等を確認する必要があります。 
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【本人確認の方法】 
 本人確認の方法は、顧客が提示する本人確認書類の種類、及び提示の方法等により異なります。 

 

《対面での取引》※本人確認書類の写しの提示は不可 

１ 個人 

○  顧客から、前ページ１①又は４の本人確認書類の提示を受ける方法 

○  顧客から、前ページ１②の本人確認書類の提示を受けるとともに、本人確認書類に記載されて

いる顧客の住居宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

 

２ 法人 

○  法人の取引担当者から、前ページ２又は４の本人確認書類の提示を受ける方法（取引担当者の

本人確認も必要） 

 

３ 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の

属する国における住居を確認することができないもの 

○  住居の確認ができなければ本人確認が必要な取引は原則として行うことはできませんが、外貨

両替、宝石・貴金属等の売買（宝石・貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領するもの

に限る）等については、氏名、生年月日に加え、国籍、番号の記載のある旅券、乗員手帳の提示

を受ける方法により取引可能 

※ 上陸許可の証印等によりその在留期間が 90 日を超えないと認められるときは、「本邦内に

住居を有しない」ことに該当します。 

 

 

《非対面での取引》（インターネット、メールオーダー、郵送での取引等） 

１ 個人 

○  顧客から、前ページ１又は４に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受け、本人確認記録

に添付するとともに、本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に取引に係る文書を書留郵便

等により、転送不要郵便物等として送付する方法 

 

２ 法人 

○  法人の取引担当者から、前ページ２又は４に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受ける

とともに、本人確認書類に記載されている会社の本店、主たる事務所宛に取引に係る文書を書留

郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法（取引担当者の本人確認も必要） 
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《本人限定郵便による本人確認》 
○ その取扱において名あて人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることがで

きる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの（特定事業者に代わって住居を確認し、本人確

認書類の提示を受けるとともに、本人確認を行った者の氏名その他当該者を特定するに足りる事

項、本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻、本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本

人確認書類を特定するに足りる事項及び生年月日を特定事業者に伝達する措置がとられている

ものに限ります）により、顧客又は代表者等に対して、取引関係文書を送付する方法 

 

 

《電子署名による本人確認》 
１ 個人 

○  電子署名法に基づく電子証明書（氏名、住居、生年月日の記録のあるものに限る）及び電子証

明書により確認される電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法によっても

本人確認を行うことができます。電子署名法に基づく電子証明書のほか、公的個人認証法に基づ

く電子証明書を用いる方法もあります。 

 

２ 法人 

○  商業登記法に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署

名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法により本人確認を行うことができます。

  



別表８ 

 

◆個人 

【対面取引】 

 

 

 

【非対面取引】 

 

 

◆法人 

【対面取引】 

 

【非対面取引】 
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【対面取引のみ】 

 

 

 

  

＋

運転免許証、健康保険証等の提示 

本人確認書類記載の住居に取引関

係文書を転送不要郵便等で送付 

法人の登記事項証

明書、印鑑登録証

明書等の本人確認

書類又はその写し

の送付 

法人と取引担当者の両方

の本人確認書類記載の住

居等に取引関係文書を転

送不要郵便等で送付 

取引担当者の本人

確認書類又はその

写しの送付 ＋＋

取引担当者の本人確認 法人の登記事項証明書、印鑑登録証

明書等の提示 
＋

本人確認書類記載の住居に取引関

係文書を転送不要郵便等で送付 

住民票の写し、顔写真のない官公庁

発行書類等の提示 

 

＋

本人確認書類又はその写しの送付 

住居の確認ができない限り本人確認が必要な取引は原則として行うことはでき

ないが、外貨両替、宝石・貴金属等の売買（宝石・貴金属等の引渡しと同時に

その代金の全額を受領するものに限る）等については、氏名、生年月日に加え、

国籍、番号の記載のある旅券、乗員手帳の提示を受ける方法により取引可能 

※ 上陸許可の証印等によりその在留期間が 90 日を超えないと認められると

きは、「本邦内に住居を有しない」ことに該当 

 

 

 

 

本 

 

人 

 

確 

 

認 

 

完 

 

了 

 

 

 

 

◆本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券

等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認する

ことができないもの 
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７．本人確認記録の作成・保存 

特定事業者が本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成し、特定取引に係る契約が終

了した日から７年間保存しなければなりません。 

なお、個人取引であるか法人取引や代理人取引であるかなどの取引の方法や、本人確認書類の提示

を受けたか、送付を受けたかなどの本人確認の方法により記録すべき事項が異なります。 

本人確認記録については様式や書式等は特に定められていませんが、参考として＜別表９＞に書式

例を記載しています。 

 

【本人確認記録の記載事項】 
○ 本人特定事項等 

・顧客の本人特定事項（個人：氏名・住居・生年月日、法人：名称・所在地） 

・法人取引、代理人等による取引のときは、代表者等（現に取引の任に当たっている個人）の本人特定

事項及び当該代表者等と顧客との関係 

・国、地方公共団体、上場企業等（国等）との取引に当たっては、代表者等（現に取引の任に当たって

いる個人）の本人特定事項、国等を特定するに足りる事項及び当該代表者等と国等との関係 

・顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに異なる名義を用い

る理由 

・取引記録を検索するための口座番号その他の事項 

 

○ 本人確認のためにとった措置等 

・本人確認書類の名称、記号番号その他本人確認書類を特定するに足りる事項 

・本人確認を行った取引の種類 

・本人確認を行った方法 

 

○ その他 

・本人確認を行った者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項 

・本人確認記録の作成者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項 

・本人確認書類の提示を受けたときは、その日付及び時刻 

・本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、その日付（当該本人確認書類又はその写しを必ず

添付） 

・顧客に取引関係文書を送付する方法で本人確認を行ったときは、事業者から取引関係文書を送付した

日付 

・特定事業者の職員が顧客の本人確認書類又はその写しに記載されている住居に赴いて取引関係文書を

交付したときは、その日付 

・本人確認書類に記載されている住居等が現在のものでないとき又は住居の記載がないため、他の本人

確認書類、納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等の提示を受けることにより住居の確認

を行ったときは、当該確認に用いた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項

（書類又はその写しの送付を受けたときには当該書類又はその写しを必ず添付） 

・法人顧客について、本人確認書類に記載されている場所に代えて上記の証明書等に記載のある営業所

等に取引関係文書を送付することにより本人確認を行ったときは、営業所の名称、所在地その他当該

場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の

当該書類を特定するに足りる事項（書類又はその写しの送付を受けたときには当該書類又はその写し

を必ず添付） 

・顧客等が本邦に住居を有しない旅行者等の短期在留者であって、上陸許可の証印等により在留期間の

確認を行った場合には、上陸許可の証印等の名称、日付、番号その他当該証印等を特定するに足りる

事項 
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《留意事項》 

※ 添付資料を本人確認記録に添付するとき又は本人確認書類の写しを本人確認記録に添付すると

きには、当該書類又はその写しに記載がある事項については、本人確認記録への記載を省略する

ことができます。 

    また、提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録とともに 7 年間保存するときには、本

人確認書類の提示を受けた時刻の記載も省略することができます。 

※ 本人確認記録に変更又は追加があることを知った場合には、当該変更・追加事項を本人確認記

録に付記する必要があります。その際、既に本人確認記録に記載されている内容を消去してはな

りません。 

    本人確認記録に付記することに代えて、変更・追加事項を別途記録し、当該記録を本人確認記

録と共に保存することもできます。 

※ 電子署名法、公的個人認証法、商業登記法の規定により電子署名が行われた特定取引に関する

情報の送信を受ける方法等により本人確認を行ったときは、当該方法により本人確認を行ったこ

とを証明するに足りる電磁的記録を本人確認資料の添付資料とする必要があります。 



《本人確認記録の参考様式》 

□ 印鑑登録証明書

□ 外国人登録原票の写し又は記載事項証明書

□ 戸籍謄本又は抄本 □ 対面取引

□ 住民票の写し又は記載事項証明書 □ 原本の提示

□ 各種健康保険証 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 国民年金手帳・身体障害者手帳等 時刻 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 運転免許証 □ 取引関係文書の送付

□ 外国人登録証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 住民基本台帳カード □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 旅券・乗員手帳 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 本人確認書類（写し）の添付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 有 □ 無

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 非対面取引

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 原本又は写しの送付を受けた日付

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 社会保険料の領収証書 □ 取引関係文書の送付

□ 公共料金の領収証書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 本人確認書類（写し）の添付

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 印鑑登録証明書

□ 外国人登録原票の写し又は記載事項証明書

□ 戸籍謄本又は抄本 □ 対面取引

□ 住民票の写し又は記載事項証明書 □ 原本の提示

□ 各種健康保険証 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 国民年金手帳・身体障害者手帳等 時刻 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 運転免許証 □ 取引関係文書の送付

□ 外国人登録証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 住民基本台帳カード □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 旅券・乗員手帳 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 本人確認書類（写し）の添付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 有 □ 無

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 非対面取引

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 原本又は写しの送付を受けた日付

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 社会保険料の領収証書 □ 取引関係文書の送付

□ 公共料金の領収証書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 本人確認書類（写し）の添付

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現在の住居等を
確認した方法

（本人確認書類と現住所
が異なる場合）

本人確認書類

本
人
関
係

現在の住居等を
確認した方法

（本人確認書類と現住所
が異なる場合）

本人確認書類

口座番号・顧客番号等

本人特定事項等

氏名（フリガナ）

生年月日

代
理
人
関
係

本人確認方法等

個人

代理人
生年月日

住居

氏名（フリガナ）

（西暦）

個　人
本人確認を行った者

本人確認記録を作成した者

本人確認を行った取引の種類

住居

（西暦）

顧客との関係

（その理由）

（通称）自己の氏名・名称と異なる名義
（いわゆる通称）を用いる場合

別表９ 
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備考 1

2 「本人確認書類」の欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
・・・・・

・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・

3 「現在の住居等を確認した方法」の欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
・・・・・

「社会保険料の領収証書」 ・・・・・所得税法第７４条第２項に規定する社会保険料の領収証書
・・・・・

・・・・・

・・・・・

4

5

(1)「印鑑登録証明書」で取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑以外のもの
(2)「官公庁から発出又は発給された証明書等」で顔写真がないもの
(3)「外国人登録原票の写し又は記載事項証明書」
(4)「戸籍謄本又は抄本」
(5)「住民票の写し又は記載事項証明書」

6

7

8

9 「対面取引」欄で「原本の提示」にある「時刻」は、原本の写しを添付する場合には記入の必要はありません。

10 「非対面取引」に該当する場合は、必ず本人確認書類（写し）を添付しなければなりません。

「各種健康保険証」

添付資料を本人確認記録に添付するとき、又は本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときには、当該書類又は
その写しに記載がある事項については、本人確認記録への記載を省略することができます。

「戸籍謄本又は抄本」
「住民票の写し又は記載事
項証明書」

外国人登録原票の記載事項証明書は地方公共団体の長の外国人登録原票に登録され
た事項を証する書類のことです。

住民票の記載事項証明書は地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の
事項を証する書類のことです。

国民年金法第１３条第１項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶
養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
又は戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限りま
す。）

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者
証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済
組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証（当該自然人の氏名、住居
及び生年月日の記載があるものに限ります。）

「国民年金手帳・身体障害
者手帳等」

出入国管理及び難民認定法第２条第５号に掲げる旅券又は同条第６号に掲げる乗員手
帳で、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載のあるものに限ります。

①官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の
氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り
付けたもの
②上記のもので、当該自然人の写真がないもの

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類
するもので、自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに
限ります。

「官公庁から発行又は発給
された書類等」

「外国政府又は国際機関
が発行した書類等」

「運転免許証」
「外国人登録証明書」
「住民基本台帳カード」
「旅券・乗員手帳」

所得税・住民税等の領収証書又は納税証明書「国税又は地方税の領収
証又は納税証明書」

「本人確認書類」の欄に記載する書類のうち、以下に掲げる書類は、原本の提示を受けた場合でも取引関係書類の送付が
必要となります。

「現在の住居等を確認した方法」の欄に記載する書類は、領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が
事業者が提示又は送付を受ける日前６ヶ月以内のものに限ります。

日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料
金の領収証書

官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は
代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類
するもので、当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居の
記載のあるものに限ります。

「官公庁から発行又は発給
された書類等」

「外国政府又は国際機関
が発行した書類等」

「公共料金の領収証書」

電子署名法、公的個人認証法の規定により電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法等により本人
確認を行ったときは、当該方法により本人確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録を、本人確認資料の添付資料と
する必要があります。

本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を
確認することができないものの住居に代わる本人特定事項は、国籍及び旅券番号になります（外貨両替、貴金属等の売買
（貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領するものに限る）等の取引に限ります。その他の本人確認が必要な取
引については、原則通り当該外国人の属する国における住居が確認できない限り取引はできません。）。

「外国人登録原票の写し又
は記載事項証明書」

「印鑑登録証明書」 ①取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登
録証明書
②上記以外の印鑑登録証明書

抄本は戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。

道路交通法第９２条第１項に規定する運転免許証
外国人登録法第５条に規定する外国人登録証明書
当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限ります。

「本人確認書類」及び「現在の住居等を確認した方法」の欄に記載する書類は、当該書類の詳細を「名称」、「発行者」及び
「記号番号」欄に記入してください。
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□ 登記事項証明書

□ 印鑑登録証明書

□ 官公庁から発行又は発給された書類等

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 対面取引

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 原本の提示

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 時刻 （　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 取引関係文書の送付

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 社会保険料の領収証書 □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 公共料金の領収証書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 本人確認書類（写し）の添付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 有 □ 無

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 非対面取引

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 □ 原本又は写しの送付を受けた日付

□ 社会保険料の領収証書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 公共料金の領収証書 □ 取引関係文書の送付

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 取引関係文書の訪問での交付

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 本人確認書類（写し）の添付

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

営業所の名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

営業所の所在地 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 印鑑登録証明書

□ 外国人登録原票の写し又は記載事項証明書

□ 戸籍謄本又は抄本 □ 対面取引

□ 住民票の写し又は記載事項証明書 □ 原本の提示

□ 各種健康保険証 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 国民年金手帳・身体障害者手帳等 時刻 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 運転免許証 □ 取引関係文書の送付

□ 外国人登録証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 住民基本台帳カード □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 旅券・乗員手帳 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 本人確認書類（写し）の添付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 □ 有 □ 無

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 非対面取引

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 原本又は写しの送付を受けた日付

□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 社会保険料の領収証書 □ 取引関係文書の送付

□ 公共料金の領収証書 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 官公庁から発行又は発給された書類等 □ 取引関係文書の訪問での交付

□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等 年月日 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 本人確認書類（写し）の添付

名称 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発行者 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記号番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

法人

営業所の場所を
確認した方法

（本人確認書類に記載
された本店等以外の営
業所に取引関係文書を
送付する方法により確

認する場合）

（西暦）

所在地

本人確認を行った者

本人確認記録を作成した者

本人確認を行った取引の種類

口座番号・顧客番号等

本人特定事項等

顧客との関係

名称（フリガナ）

本人確認方法等

法人

当該取引の任に
当たっている者
（取引担当者） 生年月日

住居

氏名（フリガナ）

法
人
関
係

取
引
担
当
者
関
係

本人確認書類

現在の住居等を
確認した方法

（本人確認書類と現住
所が異なる場合）

現在の住居等を
確認した方法

（本人確認書類と現住
所が異なる場合）

本人確認書類
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備考 1

2 「法人関係」の欄の「本人確認書類」は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

3 「取引担当者関係」の欄の「本人確認書類」は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記入してください。
・・・・・

・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・

4

・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・

5

6

7

(1)「印鑑登録証明書」で取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑以外のもの
(2)「官公庁から発出又は発給された証明書等」で顔写真がないもの
(3)「外国人登録原票の写し又は記載事項証明書」
(4)「戸籍謄本又は抄本」
(5)「住民票の写し又は記載事項証明書」

8

9

10 「対面取引」欄で「原本の提示」にある「時刻」は、原本の写しを添付する場合には記入の必要はありません。

11 「非対面取引」に該当する場合は、必ず本人確認書類（写し）を添付しなければなりません。

商業登記法の規定により電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法等により本人確認を行ったときは、
当該方法により本人確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録を、本人確認資料の添付資料とする必要があります。

「登記事項証明書」

「印鑑登録証明書」
「官公庁から発行又は発給
された書類等」

「外国政府又は国際機関
が発行した書類等」

「印鑑登録証明書」

「外国人登録原票の写し又
は記載事項証明書」

「戸籍謄本又は抄本」
「住民票の写し又は記載事
項証明書」

「各種健康保険証」

官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代
表者等の氏名及び住居の記載のあるもの

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類す
るもので、当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人
の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限り
ます。

「本人確認書類」の欄に記載する書類のうち、以下に掲げる書類は、原本の提示を受けた場合でも取引関係書類の送付が必
要となります。

「現在の住居等を確認した方法」及び「営業所の場所を確認した方法」の欄に記載する書類は、領収日付の押印又は発行年
月日の記載のあるもので、その日が事業者が提示又は送付を受ける日前６ヶ月以内のものに限ります。

「官公庁から発行又は発給
された書類等」

「外国政府又は国際機関
が発行した書類等」

営業所の場所を確認したときは、当該営業所の名称及び所在地を「営業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に記入してくだ
さい。

「本人確認書類」、「現在の住居等を確認した方法」及び「営業所の場所を確認した方法」の欄に記載する書類は、当該書類の
詳細を「名称」、「発行者」及び「記号番号」欄に記入してください。

「現在の住居等を確認した方法」及び「営業所の場所を確認した方法」の欄は、次の分類に従い該当する項目の□にレ点を記
入してください。

①自然人の場合は所得税・住民税等の領収証書又は納税証明書
②法人の場合は法人税・法人住民税・法人事業税等の領収証書又は納税証明書

所得税法第７４条第２項に規定する社会保険料の領収証書
日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金の
領収証書

「国税又は地方税の領収
証又は納税証明書」

「社会保険料の領収証書」
「公共料金の領収証書」

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類す
るもので、当該顧客等又は代表者等が法人の場合にあってはその名称及び本店又は主た
る事務所の所在地の記載のあるものに限ります。

①取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録
証明書
②上記以外の印鑑登録証明書

外国人登録原票の記載事項証明書は地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された
事項を証する書類のことです。

抄本は戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。

添付資料を本人確認記録に添付するとき、又は本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときには、当該書類又はそ
の写しに記載がある事項については、本人確認記録への記載を省略することができます。

当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所管する行政機関の長の当該法
人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類

当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限ります。
官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及
び本店又は主たる事務所の記載のあるもの

①官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏
名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けた
もの
②上記のもので、当該自然人の写真がないもの

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類す
るもので、当該顧客等又は代表者等が法人の場合にあってはその名称及び本店又は主た
る事務所の所在地の記載のあるものに限ります。

「官公庁から発行又は発給
された書類等」

「外国政府又は国際機関
が発行した書類等」

当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限ります。
出入国管理及び難民認定法第２条第５号に掲げる旅券又は同条第６号に掲げる乗員手帳
で、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載のあるものに限ります。

「住民基本台帳カード」
「旅券・乗員手帳」

道路交通法第９２条第１項に規定する運転免許証
外国人登録法第５条に規定する外国人登録証明書

「運転免許証」
「外国人登録証明書」

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、
健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の
組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証（当該自然人の氏名、住居及び生年
月日の記載があるものに限ります。）

国民年金法第１３条第１項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養
手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦
傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限ります。）

「国民年金手帳・身体障害
者手帳等」

住民票の記載事項証明書は地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事
項を証する書類のことです。
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８．取引記録等の作成・保存 

特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合若しくは特定受任行為の代理等を行った場合には、

直ちにその取引等に関する記録を作成し、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から７年

間保存しなければなりません。 

上記のとおり、取引記録等の作成・保存が必要なのは特定業務に係る取引についてなので、特定業

務以外の業務に係る取引を行ったとしても、取引記録を作成・保存する必要はありません。 

 

なお、特定業務に係る取引であっても、取引記録等の作成・保存が不要な取引は以下のとおりです。 

 

《士業者を除く新規特定事業者（共通）》 

○  財産の移動を伴わない取引（残高照会など） 

○  １万円以下の財産の移転に係る取引 

 

上記のほか、以下の特定事業者については、次のとおり取引記録の作成・保存が不要な取引が定

められています。 

○  宝石・貴金属等取扱事業者 代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売買

取引以外のもの 

○  郵便物受取サービス業者 

電話受付代行業者 

現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係る取引以外の

もの 

 

 

《司法書士、行政書士、公認会計士、税理士》 

○  現金、有価証券等の財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価

額が 200 万円以下のもの 

○  任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等 

※ 租税、罰金、過料等の納付や成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として

行う他人の財産の管理・処分については特定業務の対象外であり、取引記録の作成・保存は不要で

す。 

 

【取引記録等の記載事項】 

○ 口座番号その他の顧客の本人確認記録を検索するための事項（本人確認記録がない場合には、

氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項） 

○ 取引又は特定受任行為の代理等の日付、種類、財産の価額 

○ 財産の移転を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引等及び当該財産の移

転元又は移転先の名義その当該移転元又は移転先を特定するに足りる事項 

 

  



９．疑わしい取引の届出 

疑わしい取引の届出制度は、本人確認や本人確認記録・取引記録の作成・保存義務と同様に、ＦＡ

ＴＦ40 の勧告に基づき、各国に対して導入が求められている制度です。 

我が国では、1992 年の麻薬特例法の施行により金融機関等に対し、薬物犯罪収益に関する疑わし

い取引の届出制度が創設されました。その後、2000 年の組織的犯罪処罰法の施行により、疑わしい

取引の届出の対象となる犯罪が薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大されました。 

疑わしい取引の届出は年々増加しており、また、個別事件の直接的端緒としてだけでなく、犯罪被

害財産の発見や、暴力団の資金源の把握に役立つなど、組織犯罪対策を推進する上で重要な情報源と

なっています。 

組織的犯罪処罰法第５章では、金融機関等に対して疑わしい取引の届出が義務づけられていました

が、犯罪収益移転防止法の施行により、新たに本法律の対象となった特定事業者（士業者を除く）に

対しても疑わしい取引の届出が求められることとなります。 

特定事業者から届出られた疑わしい取引に関する情報は、ＦＩＵである警察庁犯罪収益移転防止管

理官（ＪＡＦＩＣ）で集約し、整理・分析することにより、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪

の捜査等に活用されることとなります。 

疑わしい取引の届出制度は、取引に従事する事業者の職員の経験と知識によって支えられている制

度であり、本人確認記録や取引記録を保存することにより資金の流れをトレースできるようにすると

ともに、犯罪収益等に関係する疑いのある取引の情報を届け出て頂くことにより、その情報を捜査に

役立てることができます。また、特定事業者を利用して犯罪収益が受け渡しされることを防止し、特

定事業者が行う業務に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するも

のです。 

《疑わしい取引に関する情報の活用》 
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【疑わしい取引の届出をすべき場合とは】 
本法律では、司法書士等の士業者を除く特定事業者は、 

● 特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある 

又は、 

● 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第６条の罪に当た

る行為を行っている疑いがある 

と認められる場合には、疑わしい取引の届出を行政庁に行うこととされています（各特定事業者ごと

の届出先は＜別表１０＞を参照下さい。）。 

その際、事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客又はその関係者に漏らしてはな

りません。 

 

① 特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合 

特定事業者が顧客と取引を行う際に、取引に使用されたお金などが「犯罪による収益」であると

の疑いが生じた場合に疑わしい取引の届出の対象となります。 

「犯罪による収益」については以下で説明しますが、簡単に言えば、犯罪によって得た財産（お

金に限らない）ということになります。 

例えば、詐欺や恐喝などの犯罪により得たお金で不動産や宝石を購入する場合や、詐欺によりだ

まし取った現金の受取窓口として郵便物受取サービス業者を利用する場合などが考えられます。 

また、窃盗や強盗によって奪った宝石を古物商で売却する場合や、詐欺によりだまし取った不動

産を宅地建物取引業者に売却するような場合も届出の対象であり、「犯罪による収益」はお金である

とは限りません。 

以上のように、事業者が受け取った財産が犯罪によって得た財産ではないかという疑いが生じた

場合が届出の対象となります。 

 

《犯罪による収益とは》 

本法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第２条第４項に規定する「犯罪収益

等」又は麻薬特例法第２条第５項に規定する「薬物犯罪収益等」のことを指します。組織的犯罪処

罰法第２条第４項では、「犯罪収益等」とは、「犯罪収益」、「犯罪収益に由来する財産」又は「これ

らの財産とそれ以外の財産とが混和した財産」を指すとされています。 

 

犯罪による収益 

（犯罪収益等） 
＝ 犯罪収益 ＋ 

犯罪収益に由来 

する財産 
＋ 混和財産 

 

◆犯罪収益 

「犯罪収益」の中心となるのは、組織的犯罪処罰法第２条第２項第１号に規定する別表に掲げ

る犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又はその報酬として得た財産です。

ここでいう財産とは、社会通念上経済的価値が認められる利益一般のことであり、動産、不動産

といった有体物に限りません。 

別表に掲げる犯罪行為は多岐に渡りますが、例えば殺人、強盗、恐喝、詐欺、貸金業法違反（無

登録営業等）などの重大な犯罪や暴力団等の資金源となる犯罪などが含まれています。なお、こ

れらの犯罪は組織的に行われたか否かは問いません。 

このほか、平成 13 年の米国同時多発テロ事件を受けて制定された公衆等脅迫目的の犯罪行為

のための資金の提供等の処罰に関する法律に規定するテロ資金についても「犯罪収益」に該当し

ますので、テロに関連する資金を収受した疑いがある場合も届出の対象となります。 
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◆犯罪収益に由来する財産 

「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得

た財産や犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産などを指します。 

例えば、犯罪収益を預金した際の利息や、窃盗により奪った犯罪収益である宝石を売却して得

た代金などが該当します。 

 

◆混和財産 

「犯罪収益」、「犯罪収益に由来する財産」とこれらの財産以外の財産が混和した財産をいいま

す。 

 

② 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第６条

の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合 

組織的犯罪処罰法、麻薬特例法では、犯罪収益を得た前提となる犯罪（前提犯罪といいます。）と

は別に、犯罪収益等の取得又は処分について事実を仮装したり、犯罪収益等を隠匿する行為自体を

処罰の対象としています。 

「組織的犯罪処罰法第 10 条の罪若しくは麻薬特例法第６条の罪」については以下で説明します

が、簡単に言えば、犯罪によって財産（お金に限らない）を得た事実をごまかすことや、犯罪によ

って得た財産を隠すことであり、それ自体が処罰の対象となっています。 

この規定はいわゆるマネー・ローンダリングを処罰するためのものです。偽名や第三者名義を用

いて犯罪収益が移転してしまえば、その犯罪収益を追跡することは極めて困難となり、そのはく奪

も難しくなります。また、犯罪収益が新たな別の犯罪行為に利用されるおそれもあります。 

したがって、マネー・ローンダリングを防止するためにも、その疑いがある場合には疑わしい取

引の届出を行うことが必要となります。 

この規定については、顧客との取引が成立したことは必ずしも必要ではなく、未遂に終わった場

合や契約の締結を断った場合でも届出の対象となります。 

例えば、詐欺や恐喝で奪ったお金を偽名や第三者名義の預金口座に預入れたり、偽名や第三者名

義を用いて宝石や不動産を購入しようとしている場合などが届出の対象となりますが、特定事業者

において顧客がマネー・ローンダリングを行っているとの疑いを持ち、それを理由に取引を断った

としても届出の対象となります。 

 

《組織的犯罪処罰法第１０条の罪若しくは麻薬特例法第６条の罪とは》 

組織的犯罪第 10 条では、犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等

を隠匿した者を処罰の対象としています。麻薬特例法第６条でも同様に、大麻や麻薬などの薬物犯

罪により得た収益の仮装、隠匿行為を処罰の対象となります。 

 

③ 疑いがある 

「疑いがある」とは、特定事業者の従業員が、当該事業者の業界等における一般的な知識と経験

を前提として、取引の形態や顧客の属性、取引時の状況等を踏まえて総合的に勘案して判断するも

のですが、特定の犯罪の存在まで認識している必要はなく、犯罪収益等であるという疑いを生じさ

せる程度の何らかの犯罪の存在の疑いがあることと考えられます。 

疑いがあるか否かは、個々の取引の形態や顧客の属性等によっても異なりますので、一律にいく

ら以上の現金取引であるとか、何回以上の頻繁な取引といったように画一的な基準を定めることは

できませんが、各行政庁において所管事業者向けに、疑わしい取引に該当するかを判断する上での

目安としてガイドラインを作成・公表していますのでご参照下さい。 

ただし、ガイドラインはあくまで目安となる参考事例を例示しているものですので、ガイドライ

ンに掲載されている事例に形式的に合致するものが全て疑わしい取引に該当するものではない一方、

事例に該当しない取引であっても、特定事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の

対象となることに注意してください。 
  



別表 10 

《新たな特定事業者ごとの届出行政庁》 

特  定  事  業  者 届 出 行 政 庁 

ファイナンスリース事業者 

経済産業省 

商務情報政策局商取引・消費経済政策課消費

経済企画室 

クレジットカード事業者 
経済産業省 

商務情報政策局商取引監督課 

宅地建物取引業者 

国土交通大臣免許事業者 
本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方

整備局長及び北海道開発局長 

都道府県知事免許事業者 各都道府県知事 

宝石・貴金属等 

取扱事業者 

宝石等の売買業務を行う場合 
経済産業省 

商務情報政策局生活文化創造産業課日用品室

貴金属等の売買業務を行う場合 
経済産業省資源エネルギー庁 

資源・燃料部鉱物資源課 

古物営業法の許可を受けた事業

者が古物である宝石、貴金属の売

買業務を行う場合 

各都道府県公安委員会 

郵便物受取サービス業者 
経済産業省 

 商務情報政策局商取引監督課 

電話受付代行業者 

総務省 

 総合通信基盤局電気通信事業部 

消費者行政課 
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【疑わしい取引の届出内容】 
事業者が疑わしい取引の届出を行う際に必要な記載事項は以下のとおりです。なお、届出を行う様

式は法令により定められています。 

○ 届出を行う事業者の名称及び住所 

○ 届出の対象となる取引が発生した年月日及び場所 

○ 届出対象取引が発生した業務の内容 

○ 届出対象取引に係る財産の内容、及び顧客又は現に取引を行った者の氏名、住所 

○ 届出を行う理由 

 

【疑わしい取引として届け出た情報の取扱】 
疑わしい取引として届けられた情報の秘密保持は徹底されており、特別に権限を付与された者のみ

がアクセスできる仕組みとなっています。また、捜査機関等に提供された場合も届出者の保護は徹底

され、当該情報は捜査記録や司法書類には一切記録されないことになっていますし、届出が端緒とな

って事件が検挙されたことも公表されません。つまり犯人には、当該届出が端緒となって捜査が行わ

れたことなどは判らない仕組みになっています。 

 

【特定事業者と犯罪収益】 
《ファイナンスリース事業者と犯罪収益》 

本法では、ファイナンスリース業者を機械、設備その他の物品を調達しようとする企業等に対して

リース会社が代わってそれを購入し賃貸するという形で取引を行うものと定義しています。リースを

受ける顧客にとっては自身が希望する機械や設備を利用でき、その代金をリース料として支払うこと

ができるので、手元資金がなくても設備投資などを行え、法人税法上のメリットがあるなどの利点も

あり、広く行われている取引の形態です。 

しかしながら、実質的には金銭の貸し付けを受け物品を調達する取引と類似しており、犯罪収益を

移転しようと考えている者にとっては、リース料に付加する形で犯罪収益を移転させれば、外部から

はその把握が困難となってしまいます。従って長期間にわたって分割して犯罪収益を移動することが

可能となるため摘発のリスクを抑制することが可能となるおそれがあります。 

 

《クレジットカード事業者と犯罪収益》 

クレジットカードは、近年ほとんどの商取引において利用できるようになっており、商品代金の支

払手段として広く利用されています。契約の内容によっては利用限度額が高額なものもあり、現金代

替性が高いといえます。 

したがって、犯罪行為により得た資金を、クレジットカードを利用することにより他の形態の財産

に換えることが容易にできるおそれがあります。また契約の成立したクレジットカードを第三者に渡

せば、契約者と第三者間においてカードを利用した送金を行っているのと実質的には同じ効果が得ら

れることとなります。また、偽造クレジットカードや、盗難クレジットカードを利用して犯罪行為を

行えば、それによって犯罪収益を簡単に得ることも可能であり、カード利用詐欺として検挙されてい

る事例がその典型です。カード詐欺の場合には、カード自体の利用を停止されてしまうと犯罪行為が

行えなくなってしまうので、カードの持ち主が利用を停止するまでのごく短期間に限度額まで使用し

ているという特徴があり、利用料金の請求時や取引記録の確認時に発見されることが多々みられます。 
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《宅地建物取引業者と犯罪収益》 

不動産は財産的価値が高く、多額の金銭との交換が可能です。また、その利用価値や利用方法、評

価方法により大きく異なった価格で評価されるため、実質的な価値とは異なる価格で取引を行えば、

犯罪収益をその中に隠して移転されるおそれがあります。 

 

《宝石・貴金属等取扱事業者と犯罪収益》 

宝石・貴金属等は財産的価値や流動性が高く、世界のいずれの地域においても多額の現金との交換

を容易に行うことができるほか、現金に比べ形状が小さいことから持ち運びが容易であるなど、犯罪

収益の移転に利用されるリスクが高いとい言えます。 

過去の事件事例でも、犯罪行為により得た収益を使って宝石・貴金属等を購入している事例が多く

みられます。 

また、宝石・貴金属等を取り扱う古物商においては、犯罪行為により得た宝石・貴金属等を売却し

て現金化しているケースが多く、ほとんどの場合には偽名による取引が行われています。また、取引

の際には、数カ所に分散して取引を行う手口や、何名かに分けて取引を行うなどの手口が多くみられ

ます。 

 

《郵便物受取サービス業者と犯罪収益》 

郵便物受取サービス業者は、近年振り込め詐欺に利用されているケースが非常に目立っています。 

金融機関等による本人確認が強化されていることから、他人名義の口座が入手しにくくなったこと

や、10 万円を超える現金送金に本人確認が必要となったことなどから、一度に多額の現金を送金で

きる小包郵便や現金書留などを利用する手口が増えており、契約人が郵便物受取サービス業者に直接

受け取りに出向くことなく、バイク便などを利用して受け取らせるなどして匿名性を高めている悪質

な事例も目立ってきています。 

 

《電話受付代行業者と犯罪収益》 

電話受付代行業は、家庭を拠点として業務を行うなどの際に、家庭以外の場所を事業所のように利

用でき、また電話の受付を他人に任せて自身が営業行為などを行えるなどの利点が認められますが、

その反面、実態がどこにあるのかを隠蔽することが可能であるばかりか、秘書等を名乗る者等による

洗練された対応を行うなどにより、事業自体の信用性や規模を誇大に作出することも可能となるおそ

れがあります。 

このため、過去には取り込み詐欺集団などが仮装オフィスに利用していたケースもみられるところ

です。 
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１０．その他 

【事業者に対する監督等】 

本法では、事業者による各種義務の履行を確保するため、各々の事業者を所管する行政庁による報

告徴収、立入検査、指導・助言・勧告といった権限が定められています。 

また、行政庁は、事業者が本法に定める義務に違反していると認めるときは、事業者に対し、当該

違反を是正するために必要な措置をとるべき命令（是正命令）を行うことができることとされていま

す。 

なお、国家公安委員会が事業者の違反を認めた場合には、行政庁に対して是正命令等を行うべき旨

の意見の陳述を行うことができることとされており、意見の陳述に必要な限度において報告徴収又は

都道府県警察に必要な調査を指示することが認められています。指示を受けた都道府県警察は、調査

を行うために特に必要があると認められるときは、国家公安委員会の承認を得て、事業者に立入検査

を行うことができることとされています。 

 

【事業者の免責】 

特定事業者は、顧客及び法人取引、代理人取引等で現に取引を行っている取引担当者が特定取引を

行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客や取引担当者がこれに応じるまでの間、当該特定取引

に係る義務の履行を拒むことができます。 

 

【虚偽による本人確認事項の申告】 

顧客及び法人取引、代理人取引等の現に取引を行っている取引担当者は、特定事業者が本人確認を

行う際に本人特定事項を偽ってはなりません。本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽っ

た者には罰則が適用されます。 


